
       

町家を活かしたまちなみづくり 
中島川・寺町地区まちなみ整備助成制度 事業募集中！ 

 

町家等が多く、長崎の和風の文化を色濃く残す中島川・寺町地区において、町家等を 

活かしたまちなみづくりをすすめるため、既存の町家の維持、保全及び復元のための 

工事や、町家等以外の建築物等及び新築する建築物等で町家風外観形成に係る工事の 

経費の一部について助成を行います。 

◆お問合せ先◆ 長崎市まちづくり部まちなか事業推進室（長崎市役所１８階） 

        TEL：095-829-1178 FAX：095-829-1175 

区分 助成金額 

町家等 上限 600 万円 

町家等以外（改修） 上限 200 万円（一部 300 万円） 

町家等以外（新築） 上限 100 万円（一部 200 万円） 

 

助成金額 

※助成の対象となる「町家等」とは、建築基準法施行（昭和 25 年 5 月

24 日）以前に建設された伝統的工法による和風建築物（建築物の外壁を

金属板や看板等で改造したものを含む。）のうち、住宅、商家、邸宅、料

亭、長屋、土蔵をいいます。 

 

助成対象区域 

 

助成制度の詳細は 

まちなか事業推進室まで 

お問い合わせください 
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